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）

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
し
て
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
の
強
化
を
図
る
た
め
、
特
定
農
水
産

業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
じ
、
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
の
健
全
か
つ

効
率
的
な
運
営
及
び
地
域
に
お
け
る
経
済
の
活
性
化
を
期
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
指
定
支
援
法
人
は
、
震
災
特
例
組
合
等
（
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
主
と
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
地
域
に
お
け

る
円
滑
な
信
用
供
与
を
実
施
す
る
た
め
に
自
己
資
本
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
の

う
ち
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
で
あ
る
こ
と
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
で
あ
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
を
相
当
程
度
有

し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
信
用
事
業
に
係
る
経
営
基
盤
が
東
日
本
大
震
災
の
著
し
い
影
響
を
受
け
、
財
務

の
状
況
を
確
実
に
見
通
す
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
発
行
す
る
優
先
出
資
の
引
受
け
等
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
特
定
優
先
出
資

等
の
取
得
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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な
お
、
指
定
支
援
法
人
か
ら
の
機
構
に
対
す
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
の
申
込
み
の
期
限
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
と
す
る
。

二
、
機
構
は
、
指
定
支
援
法
人
か
ら
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
の
申
込
み
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
が
取
得
を
行

う
べ
き
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
優
先
出
資
等
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
特
別
対
象
組
合
等
（
機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
震
災
特
例
組
合
等
で
あ
っ
て
機
構
が
現
に
保
有
す
る
特

定
優
先
出
資
等
に
係
る
発
行
者
又
は
債
務
者
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
は
、
機
構
に
よ
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
が
あ
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
信
用
事
業
が
改
善
し
た
旨
の
認
定
又
は
合
併
等
の
信
用
事
業
再
構
築
に

伴
う
資
本
整
理
を
可
と
す
る
旨
の
認
定
の
い
ず
れ
か
を
主
務
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
機
構
は
、
信
用
事
業
再
構
築
に
伴
う
資
本
整
理
を
可
と
す
る
旨
の
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
別
対
象
組
合
等
が
優
先

出
資
の
消
却
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
優
先
出
資
の
消
却
に
必
要
な
金
銭
の
贈
与
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
。


